
 日時 令和５年１月２４日（火）１７時３０分～ 

            場所 防災センター４階 災害対策本部室    

                      

 

江東区 契約にかかる不正行為等防止検討委員会（第５回） 

次  第 

 

 

１ 江東区契約にかかる不正行為等防止検討委員会のこれまでの取組について 

 

 

２ 防止策の検討について 

 

 

３ その他 

 

 

 

資料１  江東区契約にかかる不正行為等防止検討委員会のこれまでの取組 

資料２  江東区契約にかかる不正行為等防止検討報告書（案） 

（別紙１）江東区希望型指名競争入札実施要綱 

（別紙２）江東区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準 

（別紙３）江東区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準の運用基準 

（別紙４）江東区指名業者選定委員会設置要綱 

（別紙５）江東区が発注する契約に係る入札予定価格の公表取扱要綱 

（別紙６）談合情報対応マニュアル 

（別紙７）令和５年度 公務員倫理研修（不祥事防止）実施について 

（別紙８-１）一定の公職にある者等（区議会議員など）からの不正な働きか

け等に関する取扱規程（案） 

（別紙８-２）一定の公職にある者等からの不正な働きかけ等に関する取扱い

について 

（別紙９-１）利害関係者との接触に関する指針（案） 

（別紙９-２）利害関係者（事業者など）との接触に関する取扱いについて 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆希望型指名競争入札の導入          ◆指名基準の策定、公表 
◆指名業者選定委員会の設置          ◆予定価格の入札前公表 
◆見積書の徴取方法の見直し          ◆データの保管方法の強化 
◆談合情報の連絡先の周知           ◆入札結果の検証（入札監視委員会） 

 

江東区契約にかかる不正行為等防止検討委員会のこれまでの取組 

 
 

 

 

実施日  令和４年９月６日～９月１２日 
対象者  区管理職９２人 
調査方法 無記名アンケート方式 

３ 再発防止に向けた取組 

【自由意見】 
・威圧的な働きかけや不当な要請から職員を守る姿勢を

区として示すべき。 
・利害関係者への明確な対応基準や禁止事項を作成・公

表すべき。 
・威圧的な働きかけ等を受けた場合に、すぐに相談でき

る機関や制度を設けることで組織的な対応を可能とす

る。 

２ 超勤の実態 ２ 課題の整理 １ 現状の把握 

【管理職アンケート実施結果】 

 

 

【事件の概要】 

○本区区議会議員が事業者から、本区発注の業務委託契約の指名業者数及び指名業者名を区職員より聞

き出すよう請託を受け、区職員に働きかけて秘密情報を入手し賄賂を収受した容疑により、令和４年

７月３０日に逮捕、同年８月１９日に起訴された。 

 
【取組への考え方】 

現行の業務委託契約における課題や管理職アンケート調査の結果から、再発防止のため

に「契約制度の見直し」「職員の倫理向上」「議員・利害関係者との関わり方」の３つの視

点について検討していくこととなった。 

 １ 契約制度の見直し  

委託を含む物品の契約については、入札方式や業者の選定方法等が、議員・利害関係者か

ら区への働きかけの誘因となり得る仕組みとなっている。また、区民や業者、第三者が入

札・契約の公正性をチェックすることができない。 

入札方式等を見直し、令和５年度準備契約より実施 

◆e ラーニングによる公務員倫理研修の実施 

◆集合型公務員倫理研修の再構築 

◆公正取引委員会講師による研修 

◆区の契約制度の周知 

議員との関わり方について 

○契約に関する秘密情報の提供依頼・要請の有無 
 ・ある      １０人  
 ・ない      ８２人 
  

○契約に関すること以外の威圧的な働きかけや不当な要
請の有無 
 ・ある      ２１人 
 ・ない      ７１人 
 

職員倫理について 

○職員倫理についての課題（複数回答可） 
・法令や職務上のルールに対する確認・理解不足６３人 
・ＳＮＳ・ネット利用時の適切な情報発信   ３０人 
・職場内の情報共有・コミュニケーション   ２５人 
 

 
１ 契約制度の見直し 

 
２ 職員の倫理向上 

 

 ２ 職員の倫理向上  

現在実施している集合型研修では研修頻度が少なく、公務員倫理の醸成、定着に課題があ

る。また、内容が広範囲なため、非違行為等に焦点をあてた研修が難しい。 

現行の契約研修は秘密情報や情報漏洩のリスクについて詳細な内容となっていない。 

研修方法の見直しを検討 

 
 ３ 議員・利害関係者との関わり方  

議員や業者等の利害関係者との関わり方に関する対応基準がない。不当な要求を受けた際

に職員が相談する窓口や組織的体制が確立されていない。 

不正防止のための一定の基準が必要 

 
議員との関わり方については区議会事務局と調整し基準を検討していく必要がある。 

 
３ 議員・利害関係者との関わり方 

再発防止について 

○契約に関する秘密情報の漏洩を防止するために必要な
対策（複数回答可） 
・利害関係者への対応基準の作成       ７２人 
・コンプラ研修、不当要求等対応研修の拡充  ４８人 
・職員が相談しやすい仕組みの構築      ３７人 
・要望・申し出等の記録公開制度       ３４人 

◆一定の公職にある者等との基準の作成 

◆事業者等の利害関係者との基準の作成 
◆相談窓口の設置 

資料１



 

 

 

 

 

江東区契約にかかる不正行為等防止検討報告書 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 月  日 

江東区契約にかかる不正行為等防止検討委員会 

資料２
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２ 事件発覚後の経過と区の対応 

 
令和４年 

７月３０日 区議会議員があっせん収賄、株式会社アクト代表取締役が贈 

賄の容疑で逮捕 

 

７月３０日 警視庁捜査第二課による関係部署の家宅捜索・資料押収 

 
８月１日 株式会社アクトを指名停止（終期未定） 

 
８月１９日 区議会議員があっせん収賄、株式会社アクト代表取締役が贈

賄の容疑で起訴 

 

８月２２日 江東区契約にかかる不正行為等防止検討委員会の設置 

 
８月２６日 江東区契約にかかる不正行為等防止検討委員会（第１回） 

 
８月２９日 株式会社アクトの指名停止期間を決定（２４か月） 

 
９月６日～ 

１２日 

契約にかかる不正行為等防止のための管理職アンケート実施 

９月２１日 職員の処分（停職１か月） 

 

１０月５日 区議会議員が辞職 

 

１０月１１日 江東区契約にかかる不正行為等防止検討委員会（第２回） 

 

１０月２１日 株式会社アクト代表取締役（当時）の第１回公判 

求刑：懲役１年 

 

１１月２日 株式会社アクト代表取締役（当時）の第２回公判 

判決：懲役１年、執行猶予３年（１１月１５日控訴） 

 

１１月２日 江東区契約にかかる不正行為等防止検討委員会（第３回） 
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１２月２７日 江東区契約にかかる不正行為等防止検討委員会（第４回） 

 

 
令和５年 

１月２４日 江東区契約にかかる不正行為等防止検討委員会（第５回） 

 

３月〇日 江東区契約にかかる不正行為等防止検討委員会（第６回） 

 

３月〇〇日 江東区契約にかかる不正行為等防止検討委員会（第７回） 

 

 

３ 事件の概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

執筆予定 
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４ 江東区契約にかかる不正行為等防止検討委員会の設置 

（１） 設置の目的 

区議会議員が契約に関する秘密事項を区職員に漏らすよう働きかけ、当該情

報が漏洩したという事実を踏まえ、二度とこのような事件を起こさないよう、課

題の抽出と具体的な防止策を検討することを目的として、区長の指示を受け区

令和４年８月２２日に「江東区契約にかかる不正行為等防止検討委員会」（以下、

「委員会」という。）を設置した。 

 

（２） 検討事項 

 「業務委託契約に関すること」「職員の倫理向上に関すること」「議員等利害関

係者との関わり方に関すること」の三つの視点から、現状と課題、解決策の方向

性などの検討を行い、具体的な防止策を策定した。 

 

（３） 委員会の構成 

 委員会は本区の特別職と管理職の合計９名で構成した。 

 

  職名 氏名 

１ 委員長 副区長 押田 文子 

２ 副委員長 副区長 大塚 善彦 

３ 副委員長 教育長 本多 健一朗 

４ 委 員 政策経営部長 長尾 潔 

５ 委 員 総務部長 綾部 吉行 

６ 委 員 行政管理担当課長 大塚 尚史 

７ 委 員 総務課長 岩瀬 亮太 

８ 委 員 職員課長 藤田 和哉 

９ 委 員 経理課長 大町 里砂 

 

 上記のメンバーに加え、第三者性を確保する観点から、外部有識者３名にオブ

ザーバーとして委員会への出席や意見聴取を依頼した。 

 資格 氏名 

１ 弁護士 中村 浩紹 

２ 弁護士・行政書士 芝田 麻里 

３ 公認会計士・税理士・行政書士 新井 康友 
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５ 委員会の開催状況 

（１） 第１回委員会 

 開催日 令和４年８月２６日（金） 

 議 題 ・委員会設置の趣旨について 

     ・今後の取り組みについて 

     ・その他 

 内 容 ・検討結果については、外部有識者の意見を聴取したのち、報告書に

まとめる。 

     ・事件に直接関係する業務委託契約については、次年度の準備契約事

務が始まる令和４年１２月下旬までに見直しを行う。 

     ・より広い視点で現状と課題を抽出するため、管理職を対象としたア

ンケートを実施する。 

     ・委員会の資料と議事要旨は、区のホームページに掲載して公表する。 

 

（２） 第２回委員会 

 開催日 令和４年１０月１１日（火） 

 議 題 ・アンケートの集計結果報告について 

     ・課題の洗い出しと解決の方向性について 

     ・外部有識者の選定について 

     ・その他 

 内 容 ・管理職を対象としたアンケートの結果を受け、当面の再発防止策と

して、議員や利害関係者から不正行為につながるような働きかけを

受けた場合に、管理職が相談を行える窓口を設置する。 

     ・各検討事項の現状と課題、見直しの方向性、実施の時期について、

事務局案を提示して検討を行った。 

     ・外部有識者３名を決定した。 

 

（３） 第３回委員会 

 開催日 令和４年１１月２日（水） 

 議 題 ・江東区契約にかかる不正行為等防止策（骨子案）について 

     ・その他 

 内 容 ・専門的な視点からの意見を聴取するため、外部有識者が出席した。 

     ・第２回で検討した見直しの方向性を、具体的な見直し案として、骨

子にまとめた（１１月２９日 区議会企画総務委員会へ報告）。 

 

（４） 第４回委員会 
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 開催日 令和４年１２月２７日（火） 

 議 題 ・防止策の検討について 

     ・その他 

 内 容 ・専門的な視点からの意見を聴取するため、外部有識者が出席した。 

     ・第３回で確定した防止策の骨子に沿って、見直し案のより詳細な内

容について検討した。 

     ・早急の再発防止策として令和５年１月２７日に、全管理職を対象と

した公正取引委員会講師による「入札談合等関与防止法研修」を実施

することが報告された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

６ 管理職へのアンケート調査 

 日頃より議会や業者等との対応を行っている管理職の職務の実態や課題に対

する状況を把握し、今後の契約等に係る不正行為防止対策の検討内容に活かす

ためにアンケートを実施した。 

 

調査期間 ：９月６日（火）～９月１２日（月） 

調査対象者：部課長級職員９２名（部長級２７人、課長級６５人） 

調査方法 ：無記名 

 

管理職と議員や業者との関わり方などについて現状をより正しく把握するた

めに回答者が特定できないように無記名で実施した。 

 

アンケート結果の概要は下記のとおり。 

 

（１）事件について 

入札前に外部に漏れていると感じた、または噂として聞いたことがあるとい

う回答が７名の職員からあった。 

また、今回の事件となった契約に関する秘密情報の漏洩について、「利害関係

者との関わり方の問題」や「職員倫理の問題」と答えた管理職が多かった。その

他、「不当な要求から職員を守る相談体制」「情報開示の基準が不明」であること

などが挙げられた。 

 

（２）議員との関わり方について 

契約に関する秘密情報の提供依頼や要請の有無については１０名の管理職が

要請を受けたことがあると回答。また、契約に関すること以外の威圧的な働きか

けや不当な要請の有無については２１名の管理職が要請を受けたと回答した。 

また、「不当ではない働きかけや誘い」の内容については「新聞や書籍の購入」

（７０人）、「業者の紹介」（４３人）の順となっており、これらの勧誘や働きか

けが常態的に行われていたことがアンケート結果から把握することができた。 

 

（３）業者との関わり方について 

一方で、業者や業界団体との関わりにおいて秘密情報の提供依頼等について

は２人の管理職があったと回答した。 

 

（４）職員倫理について 

「法令や職務上のルールに対する確認・理解不足」が課題であると考えている
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こと、またＳＮＳやインターネットを利用する職員からの適切な情報発信が課

題であると捉えている管理職が多かった。 

「公務員倫理に関する研修の頻度」については「３年に１回受講したほうがよ

い」が４４人と一番多い一方で、現行の「全職員を対象に７～８年で一巡する形

式」で十分という管理職も２７名いた。また、多くの管理職が法令や職務上のル

ールに対する確認・理解不足が課題であると認識しているが、研修頻度について

は現状のままでよいと感じている管理職が一定数いる結果となった。 

但し、研修の充実すべき内容としては「職員倫理違反の事例を多く取り上げる」

ことや、「官公署経験者による身近なテーマの講義」などが挙がっており、より

具体的な内容を取り扱った研修が求められていることが把握できた。 

 

（５）再発防止策について 

区職員による契約に関する秘密情報の漏洩を防止するために、必要な対策に

関しては「利害関係者への対応基準の作成」（７２人）「コンプライアンス研修、

不当要求等対応研修の拡充」（４８人）、「職員が相談しやすい仕組みの構築」（３

７人）、「利害関係者からの要望・申し出等の記録公開制度」（３４人）などが多

く、区組織として欠如・不足していることが対策として必要であることが分かっ

た。 

 

（６）その他 

自由意見を求めたところ、「利害関係者との関わり方」に対する意見が多く、

「威圧的な働きかけや不当な要請から職員を守る姿勢を区として示すべき」、

「利害関係者への明確な対応基準や禁止事項を作成・公表すべき」、「すぐに相談

ができる機関や制度の設置」、「上司・部下を含めた職員同士のコミュニケーショ

ンを密にする」などがあった。 

 

７ 各検討項目の現状と課題 

（１） 契約制度について 

 本区の入札・契約制度のうち、工事関係の契約については総合評価落札方式の

導入など、積極的に見直しが進められてきたのに対し、委託を含む物品関係の契

約の見直しは、ほとんど行われないまま今日に至っていた。 

物品関係の契約については、区が任意で入札参加業者を指名する「指名競争入

札方式」で業者を決定している。当該方式は、実績や履行能力のある業者を選定

でき、不良・不適格な業者の参加を排除できるといったメリットがあるものの、

今回の事件の発生を防ぐことができなかった。また、指名業者数や選定にあたっ

ての判断事項も明文化されていないなど、議員や利害関係者からの働きかけの
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誘因となり得る仕組みとなっていたことは否定できない。 

さらに、物品関係の契約においては予定価格が入札前・入札後ともに公表され

ておらず、区民や業者が入札の公正性等をチェックすることができないほか、工

事関係の契約も含め、入札・契約の運用状況等について確認や検証を行う第三者

機関（入札監視委員会）が本区においては未設置である。このため、契約の透明

性や納得性を向上させる取組みが不可欠である。 

 

（２） 職員倫理の向上について 

 経理課職員が講師を務めて年に１回実施している実務研修「会計・契約」の内

容は、事務の流れや財務会計システムの操作方法が中心であり、入札・契約にか

かる秘密事項や情報漏洩のリスクについては、導入で若干触れる程度に留まっ

ている。 

これまで区が実施してきた「公務員倫理研修」は、職員一人につき、７～８年

に一回の頻度で受講しているが、公務員倫理の醸成、定着には課題がある。 

その他、研修内容が広範囲にわたるため、非違行為等に焦点を当てた研修が実

施できていない。 

このため、管理職へのアンケート調査結果では、研修について、「職員倫理違

反の事例を多く取り上げる」ことや、「官公署経験者による身近なテーマの講義」

などについて充実するべきとの回答が多くあり、今後は、より具体的な事例を交

えた内容の研修が求められている。 

また、研修参加による職務への影響を抑えつつ、着実に知識の確認・習得が可

能となるような、研修頻度の改善が求められている。 

そのほか、指名業者数や指名業者名を入札前に漏らすことが法令違反である

ことを知らなかった職員もアンケート調査で確認できた。これは、どの段階でど

の情報を公表してよいか、整理した表などが無いことから、法令違反と知らずに

情報を漏洩してしまうおそれが内在しており、その整理を行うとともに、研修等

を通じ、基本事項の徹底を図る必要がある。 

 

（３） 議員・利害関係者との関わり方について 

 本区ではこれまで、議員や業者・業界団体などの利害関係者からの働きかけや

要請に対する職員の対応基準は定められていない。そのため、先輩管理職や上司

等からアドバイスを受けながら個々のケースごとに都度対応を行っている。 

 また、不当な要請や威圧的な働きかけがあった際には上司に相談するなどし

て対応してきている。また、他自治体にあるようなコンプライアンス担当部署は

なく、専用の窓口等や組織的な相談体制は設置していない。このため、組織的な

対応体制の構築が必要である。 
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８ 契約にかかる不正行為等防止策 

（１） 契約制度の見直し 

 ① 入札方式の見直し 

  業務委託契約の一部に希望型指名競争を導入 

  ・他自治体の状況を踏まえ、一定の資格や要件を満たした業者が参加を自ら

申し込むことができる「希望型指名競争入札」を導入する。 

  ・令和５年度準備契約においては、今回の事件が発生した清掃・建物管理業

務委託と、それらの業務と同様、人件費の割合が多くを占め、履行期間が年

間を通じているなど共通点の多い、道路・公園管理業務委託を対象とする。 

  ・対象の拡大については、令和５年度の落札結果のほか、組織体制やスケジ

ュールなども検証した上で「入札・契約制度改善検討委員会」において検討

していく。 

 

 ② 指名基準の策定 

  指名業者数や選定にあたっての判断事項を明文化した基準を策定し公表 

  ・これまで経理課契約係の内規や引継ぎ事項としてのみ存在していた指名

業者数や判断事項を、「物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準」を新た

に策定して明文化し、その運用に必要な内容を定めた「運用基準」もあわせ

て整備・公表した。 

  ・基準等の策定にあたっては、他自治体の基準を確認するとともに、策定前

後で指名の状況が大きく変わってしまわないよう、これまで本区が判断事

項としてきたものを可能な限り盛り込んだ。 

 

 ③ 指名委員会の設置 

  業務委託契約の希望型指名競争入札案件について、指名委員会において入

札参加業者を選定 

  ・業務委託を含む物品関係の契約については、区長または受任者までの決裁

により指名業者を決定していたが、決定経緯等についての透明性や納得性

を向上させるため、工事関係の契約と同様に指名委員会を開催することと

し、委員は副区長のほか、政策経営部と総務部の関係管理職と定めた。 

  ・物品関係の契約は、年間 2,000 件程度と件数が非常に多いことから、令和

５年度においては、希望型指名競争入札案件を指名委員会の審議対象とし、

令和６年度以降の対象拡大については別途「入札・契約制度改善検討委員会」

で検討を行う。 

 

 ④ 予定価格の公表 
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  業務委託契約の希望型指名競争入札案件のうち、予定価格が大きいものに

ついて、入札前に予定価格を公表 

  ・物品関係の契約の中でも、清掃・建物管理業務委託等については、毎年仕

様の変更があり、人件費単価も変動するなど、予定価格・最低制限価格を非

公表としている理由（例年ほぼ同じような仕様であることが多く、次年度の

予定価格等を類推されやすい）が必ずしも当てはまらないことから、希望型

指名競争入札案件のうち、予定価格が 3,000 万円以上のものについて入札

前に予定価格を公表し、契約の透明性を向上させる。 

  ・公表の基準を 3,000 万円以上とした理由は、建物清掃において施設単独

の主な案件がおおむね 3,000 万円以上の規模であること、また、工事契約で

も予定価格 3,000 万円以上の案件を公表しているためである。 

  ・入札前公表と入札後公表それぞれにメリット・デメリットがあるが、本区

においては従前より、秘密事項を不正に入手しようとする働きかけの防止

というメリットを重視して、一部工事請負案件の予定価格を入札前公表と

していることから、業務委託契約の予定価格も同様に入札前公表とする。 

 

 ⑤ 見積書の徴取方法の見直し 

  複数者からの見積書に基づき支出負担行為伺額を積算し、予定価格を決定

する方法を検討 

  ・１社程度の見積を参考として支出負担行為伺額を決定している現行の方

法では、見積書を提出した事業者から、支出負担行為伺額や予定価格を類推

される可能性があるため、他の自治体へのヒアリングや、予算所管課との調

整を行うなどして、予定価格の決定方法を見直す。 

 

 ⑥ データの保管方法の強化 

  入札事務に従事する職員のみアクセス可能なフォルダを新設 

  ・これまでは指名業者の選定作業に用いるデータ等については、庁内ファイ

ルサーバの「経理課共有フォルダ」に格納していたため、経理課職員であれ

ば、契約係以外の職員もデータにアクセス可能であったが、できる限りセキ

ュリティを向上すべきとの考えから、入札事務に従事する職員のみがアク

セス可能な「契約係フォルダ」を庁内ファイルサーバに新設し、令和４年１

０月から運用を開始している。 

  ・入札・契約における秘密事項が記載された紙の書類は、従前より施錠でき

る書庫等に保管しており、今後も適切な取扱いを徹底していく。 

 

 ⑦ 談合情報の連絡先の周知 

  区ホームページに連絡先を常時掲載 
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  ・事業者や区民向けに談合情報の通報窓口（経理課契約係）を周知するコン

テンツを、令和４年１１月から区ホームページへ掲載した。 

  ・区の「談合情報対応マニュアル」を改訂し、公正入札調査委員会が調査を

行った事案については、すべて公正取引委員会と警視庁へ報告を行うこ

とを明記した。 

  ・指名業者に送付する指名通知書にも談合情報の通報窓口を記載するなど

して、通報を受け付ける体制やマニュアルが存在することの周知に努め

る。 

 

 ⑧ 入札結果の検証 

  入札及び契約の運用状況等について確認や検証を行う第三者機関（入札監

視委員会）を設置 

  ・入札監視委員会を設置し、区が発注する契約の入札・契約の過程や内容に

ついて、学識経験または専門知識を有する第三者が点検を行うことで透明

性や公正性を確保するとともに、不当な圧力や不正行為を排除する。 

  ・審議対象は物品関係のみではなく、区が発注する契約すべてとし、入札・

及び契約手続きの運用状況について報告を受けることや、委員会が指定し

た契約に関し、競争入札にかかる資格や指名の理由、経緯について審議を行

うことを想定している。 

  ・委員報酬等の予算措置が必要であるため、設置は令和５年度以降となる。 

 

（２） 職員の倫理向上 

 ① 職員倫理の保持 

倫理に関する基礎的な事項と公務員の非違行為に関する eラーニング研修 

を実施 

・全職員を対象に、年に一度、自席のパソコン等を通じた eラーニング研修 

を開始。内容は、倫理（契約関連、個人情報保護、書類紛失等）に係る基本

的な知識の習得及び確認を実施。 

・研修の節目ごとに小問題を用意し、知識の定着確認を実施。 

・eラーニング研修により、職務への影響を考慮。 

 

非違行為に特化した内容で、職層に合わせた具体的な事例を用いた集合型公

務員倫理研修を再構築 

・外部講師を招いた集合型研修で実践的な研修を実施。 

・内容は、公務員に求められる倫理の再確認、不祥事事案の事例検討と課題

解決、不祥事を起こさないための意識・組織など、より実践的な内容とする。 

・研修はそれぞれの役割に応じ、職層（管理職、係長、職員）ごとに３年か
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ら６年の頻度で実施。 

 

 ② 契約制度の研修・周知 

  公正取引委員会講師による研修や区の契約制度の周知を実施 

  ・早急の再発防止策として、令和５年１月に全管理職を対象として、公正取

引委員会講師による集合研修「入札談合等関与防止法」を開催し、違反行為

の４類型や発生したリスク等について、事例を中心に講義が行われる。 

・令和４年１１月に実施した実務研修「会計・契約」において、具体的な秘

密事項や、入札談合関与行為の類型、情報漏洩した場合のリスク等について

の内容を追加した。 

・本区における入札・契約にかかる秘密事項と公表の可否について一覧表を

作成し、庁内ポータルシステムの掲示板に掲載するなどして周知を図った。 

 

（３） 議員・利害関係者との関わり方 

一定の公職にある者等からの不正な働きかけ等に関する取扱規程の策定 

国会議員や地方議員、地方公共団体の長、副知事、副区長など一定の公職

にある者等から、区職員へ不正な働きかけがあった際の取り扱いを定めるこ

とで不正行為を未然に防ぐ。 

入札・契約業務以外の業務についても規定することで、多方面に渡って不

正行為が発生しないようにする。 

   また、相談窓口や記録制度を設けることで、組織的な対応により不正行為

を防止する。 

 

利害関係者との接触に関する指針の策定 

事業者等の利害関係者と区の間で行われる、入札・契約業務、許認可業務、

補助金等交付などの業務にあたり、区民の信頼を損ねることのないよう、職

員の行動指針を定める。 

 事業者との間の禁止行為（金品を受けること、供応接待を受けること、会

食をすること）や禁止行為の例外（地域活動団体との式典や会議の際の簡素

な飲食、上司の承認を得る等）を定め、区民からの疑惑や不信を招く行為を

行わないよう規定する。 
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９ 外部有識者からの意見 
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＜巻末に添付する資料＞ 

・アンケート調査結果 

・課題整理シート 

・各要綱・規定・指針 

・第１回から第●回の議事概要 

 

 



江東区希望型指名競争入札実施要綱 

令和５年１月１９日 

４江総経第２６３７号 

（目的） 

第１条 この要綱は、江東区（以下「区」という。）が発注する契約のうち一

定の要件に該当するものについて事前に公表するとともに、当該契約の入札

に参加するために必要な資格要件（以下「入札参加資格要件」という。）を

満たしている者の競争入札への参加の意向を尊重した指名を行う指名競争入

札（以下「希望型指名競争入札」という。）の実施に関し必要な事項を定め

ることにより、指名競争入札の透明性、競争性及び公平性を確保することを

目的とする。 

（対象案件） 

第２条 希望型指名競争入札の対象となる契約（以下「対象案件」という。）

は、次に掲げるものとする。ただし、特に緊急を要するものその他区長が不

適当と認めるものは、この限りでない。 

(1) 予定価格が１，０００万円以上の工事の設計、調査及び測量に係る委託

契約 

(2) 建物清掃業務、施設管理業務、道路公園清掃業務及び庭園緑地管理業務

の委託契約 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、希望型

指名競争入札の対象とすることができる。 

（公表） 

第３条 対象案件の公表は、次に掲げる方法により行う。 

(1) 江東区公告式条例（昭和２９年１２月江東区条例第７号）第２条第２項

に規定する門前掲示場への掲示 

(2) 江東区契約事務規則（昭和３９年３月江東区規則第１１号。以下「規則」

という。）第２条第７号に規定する電子調達サービスへの登録 

(3) 区のホームページへの掲載 

２ 前項の規定による公表の期間は、公表された日から６日間（日曜日、土曜

日又は休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

１－（１）入札方式の見直し
（別紙１）



する休日をいう。）を除く。）とする。 

３ 第１項の規定による公表の内容は、対象案件の件名、業務概要、対象業種、

履行期間、入札参加資格要件、入札参加申込期間、入札日時、入札方法その

他必要な事項とする。 

（入札参加資格要件） 

第４条 希望型指名競争入札に参加を希望することができる者は、次に掲げる

入札参加資格要件を全て満たす者とする。 

(1) 対象案件ごとに区が定める資格を有すること。 

(2) 規則第３５条に規定する指名業者登録名簿に登載されていること。 

(3) 引き続き１年以上その営業を営んでいること（売却及び貸付に関する契

約を除く。）。 

(4) 江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日

２７江総経第３２８１号）に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にないこと。 

（入札参加申請） 

第５条 対象案件の入札に参加を希望する者（以下「申請者」という。）は、

第３条第１項の規定により公表された内容を確認の上、区へ申請しなければ

ならない。 

（審査） 

第６条 契約担当者（規則第２条第５号に規定する契約担当者をいう。以下同

じ。）は、前条の規定による申請があったときは、第４条各号に規定する入

札参加資格要件を審査の上、次の各号に掲げる対象案件に応じ、当該各号に

定める事項を確認し、指名の結果を申請者に通知する。 

(1) 第２条第１項第１号に規定する対象案件 江東区工事請負（指名）競争

入札参加者指名基準（昭和５７年３月３１日指名業者選定委員会決定）第

２条各号に規定する事項 

(2) 第２条第１項第２号に規定する対象案件 江東区物品買入れ等指名競争

入札参加者指名基準（令和５年１月１８日４江総経第２６２６号。以下「物

品買入れ等指名基準」という。）第２条各号に規定する事項 



２ 契約担当者は、対象案件に対する指名業者数が４者に達しないときは、４

者以上となるまで、別に指名業者を指名することができる。ただし、同時期

に同一業種での契約が重なっている等、対象案件に係る適格性を有する者の

数に限りがある場合は、この限りでない。 

３ 第１項の規定は、前項の規定による指名について準用する。 

４ 第１項及び第２項の規定による指名に係る指名業者数については、物品買

入れ等指名基準別表の規定は適用しないものとする。 

（特例） 

第７条 緊急を要する場合その他特別な取扱いを必要とする案件については、

この要綱の規定を適用しないことができる。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。 

附 則 

 江東区公表、公募方式指名要綱（昭和４７年１１月２０日）は、廃止する。 



江東区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準 

令和５年１月１８日 

４江総経第２６２６号 

（目的） 

第１条 この基準は、江東区（以下「区」という。）が発注する物品の買入れそ

の他の契約（土木工事、建築工事及び設備工事に係る請負契約並びに工事の

設計、調査及び測量に係る委託契約を除く。以下単に「契約」という。）に係

る指名競争入札に参加させようとする者（以下「入札参加者」という。）の指

名について必要な事項を定め、指名競争入札の厳正かつ公正な執行を図るこ

とを目的とする。 

（指名の判断事項） 

第２条 契約担当者（江東区契約事務規則（昭和３９年３月江東区規則第１１

号）第２条第５号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。）は、入札参加者

の指名に当たっては、区が発注しようとする契約（以下「発注契約」という。）

の種類及び予定価格に応じ、別に定める運用基準に基づき、次に掲げる事項

を総合的に考慮の上、適格性を判断するものとする。 

 (1) 経営及び信用の状況 

(2) 不誠実な行為の有無 

(3) 区における指名実績及び受注の状況 

(4) 区における既に発注した契約の履行状況 

(5) 他の官公庁等における契約実績 

 (6) 発注契約における地理的条件（営業所の所在地等） 

 (7) 発注契約の内容に適した専業性及び技術的適性 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、入札参加者の指名に当たり考慮すべき事情 

（指名方法） 

第３条 契約担当者は、発注契約の種類及び予定価格に応じ、指名業者登録名

簿（江東区契約事務規則第３５条に規定する指名業者登録名簿をいう。以下

同じ。）に登載された者のうちから、前条の規定により適格性を有すると判断

された者を入札参加者として指名するものとする。 

２ 契約担当者は、前項の規定により入札参加者を指名する場合は、次の各号

１－（２）指名基準の策定
（別紙２）



のいずれかに該当する者を他の者に優先して指名することができる。 

(1) 区内に本店（個人にあっては主たる事業所をいう。以下同じ。）を置き営

業する者又は区内の支店等を代理人所在地として指名業者登録名簿に登録

している者 

(2) 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第 1項に規定する

中小企業者 

(3) 発注契約が前回の契約と関連する場合にあっては、前回の契約を受注し

た者（前回の契約の履行状況が良好でない者を除く。） 

(4) 発注契約と同種及び同規模の履行実績を有する者 

(5) 発注契約と同種の業務を専業とする者 

３ 前項第１号に該当する者においては、原則として第１順位を区内に本店を

置き営業する者とし、第２順位を区内の支店等を代理人所在地として登録し

ている者とする。 

（指名の制限） 

第４条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する者を指名することがで

きない。 

(1) 江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日

２７江総経第３２８１号）に基づく指名停止等の措置を受けている者 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある者 

(3) 引き続き１年以上その営業を営んでいない者 

 (4) 経営状況が著しく不健全である者 

 (5) 発注契約の履行に当たって、法令上必要とされる官公署等の許可又は認

可を受けていない者 

(6) 契約書に基づく契約の履行状況が良好でないと認められる者 

(7) 発注契約の履行に当たって、必要とする特殊な技術又は設備を有しない

者 

(8) 区を相手方として発注契約と同種の契約を締結している者で、その履行

が完了していないために、当該発注契約が不履行となるおそれがあると認

められる者 



(9) 同一の発注契約において、事業協同組合を指名した場合の当該事業協同

組合の組合員 

(10) 前各号に掲げる者のほか、第２条各号に規定する事項を確認した結果、

指名することが不適切と認められる者 

（指名業者数） 

第５条 指名業者数は、別表のとおりとする。ただし、契約担当者が発注契約

の性質又は目的等を勘案し、これにより難いと認めるときは、指名業者数を

変更することができる。 

（指名の特例） 

第６条 契約担当者は、仕様が特殊である等特別な事情がある発注契約に係る

指名については、この基準の規定を適用しないことができる。 

別表（第５条関係） 

予定価格 指名業者数 

２，０００万円以上 １０者以上 

１，０００万円以上２，０００万円未満  ８者以上 

７００万円以上１，０００万円未満  ７者以上 

４００万円以上７００万円未満  ６者以上 

１３０万円以上４００万円未満  ５者以上 

１３０万円未満 ４者以上 

 



江東区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準の運用基準 

令和５年１月２０日 

４江総経第２６４１号 

（趣旨） 

第１条 この基準は、江東区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準（令和

５年１月１８日４江総経第２６２６号。以下「指名基準」という。）第２条の

規定に基づき、その運用について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この基準において使用する用語は、指名基準において使用する用語の

例による。 

（指名方法） 

第３条 指名基準第２条各号に掲げる事項を考慮するに当たっては、電子調達

サービス（江東区契約事務規則（昭和３９年３月江東区規則第１１号）第２

条第７号に規定する電子調達サービスをいう。以下同じ。）に登録された内容

をはじめとする資料を確認するものとし、次に定めるところにより行うもの

とする。 

(1) 経営及び信用の状況 

ア 電子調達サービスに登録されている財務状況、日刊紙、業界紙、情報

紙等の情報から、経営状況が悪化していると認められる業者については、

指名を控える。 

イ 適正な競争のため、入札参加者同士の経営規模等も考慮する。 

(2) 不誠実な行為の有無 

特別な理由がなく、契約手続に関する書類の提出が遅延し、又は提出が

されない場合は、必要に応じて指名回数を減らす。 

(3) 区における指名実績及び受注の状況 

ア 入札参加者の経営規模、経営状況、技術力等が同等である場合は、入

札参加者間の指名回数が公平になるよう考慮する。 

イ アの場合において、同時期又は契約を発注する年度中に同一の業種で

発注予定が確認できるときは、発注予定の契約案件全体の件数、予定額

及び内容を考慮する。 

1－（２）指名基準の策定
（別紙３）



(4) 区における既に発注した契約の履行状況 

発注契約と同種の既に発注した契約における履行状況を確認し、契約の

履行が不誠実な者又は入札参加者として指名することが不適切と認められ

る者は、必要に応じて指名回数を減らす。 

(5) 他の官公庁等における契約実績 

ア 区における契約実績及び公開されている入札結果の情報を参考とし、

必要な場合は契約実績が確認できる資料を求めることができる。 

イ 優先する契約実績は、区、他の官公庁、民間企業の順とする。 

(6) 発注契約における地理的条件（営業所の所在地等） 

ア 事業協同組合については、事業協同組合の入札参加資格の登録所在地

のほか、区の入札参加資格を有する組合構成員の状況を考慮し、次に掲

げる優先順位を設定する。 

(ｱ) 第１順位は、組合構成員の全てが区内に本店を設置し、営業を行う

者とする。 

(ｲ) 第２順位は、区内に本店を設置し、営業を行う組合構成員の割合が

高い者とする。 

(ｳ) 第３順位は、区内の支店、支社又は営業所等を代理人所在地として

登録している組合構成員の割合が高い者とする。 

(ｴ) 第４順位は、事業組合の本部のみが区内に設置されており、組合構

成員の本店又は代理人所在地が区内に存在しない者とする。 

イ 遠隔地等で履行が必要な場合は、履行場所における入札参加者の支店

設置状況等についても考慮する。 

(7) 発注契約の内容に適した専業性及び技術的適性 

ア 発注契約の内容及び予定価格から、経営規模、経営状況、登録業種、

有資格者の状況、保有機械、資格の状況等、入札参加者の履行能力を勘

案して指名する。 

イ 中小企業を育成し、及び指名機会を確保するために、専業の入札参加

者を優先して指名する。 

（指名業者数） 

第４条 指名基準第５条ただし書の規定により指名業者数を変更することがで



きる場合は、原則として次に定めるものとする。 

(1) 指名業者数を増やす場合 

ア 特殊な資格を必要とする仕様、履行開始までの期間が短い等、応札者

が少ないことが見込まれる場合 

イ 江東区希望型指名競争入札実施要綱（令和５年１月１９日４江総経第

２６３７号）第６条第２項の規定に該当する場合 

(2) 指名業者数を減じる場合 

ア 同時期に同一業種での発注契約が重なっており、指名基準別表に掲げ

る指名業者数で指名すると発注契約全体での契約が困難と思われる場合 

イ 特殊な契約又は特別な事情がある契約で、当該契約の履行が可能な者

に限りがある場合 



江東区指名業者選定委員会設置要綱 

昭和４０年１１月３０日 

江総財発第６２５号 

（設置） 

第１条 江東区が発注する契約に係る指名競争入札に参加させようとする者

（以下「入札参加者」という。）に関し、厳正かつ公平に優良業者を選定す

るため、江東区指名業者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の事項を所掌する。ただし、制限付一般競争入札に係る

資格審査委員会（制限付一般競争入札に係る資格審査委員会設置要綱（平成

６年４月２２日指名業者選定委員会承認）第１条に規定する資格審査委員会

をいう。）において審議するものを除く。 

(1) 土木工事、建築工事及び設備工事（以下これらを「工事」という。）に

係る請負契約（以下「工事請負契約」という。）並びに工事の設計、調査

及び測量に係る委託契約に係る入札参加者の資格、指名基準等の方針に関

すること。 

(2) 予定金額が１３０万円以上１，０００万円未満の工事請負契約に係る入

札参加者の適格性の判定及び選定に関すること。 

(3) 予定金額が３０万円以上の工事の設計、調査及び測量に係る委託契約に

係る入札参加者の適格性の判定及び選定に関すること。 

(4) 第１号に掲げる契約を除く契約に係る入札参加者の資格、指名基準等の

方針に関すること。 

(5) 江東区希望型指名競争入札実施要綱（令和５年１月１９日４江総経第２

６３７号）第２条第１項第２号に規定する委託契約に係る入札参加者の適

格性の判定及び選定に関すること。 

(6) 競争入札参加有資格者（江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱

（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号）第１条に規定する有資

格者をいう。以下同じ。）に対する指名停止に関すること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項 

（組織） 

１－（３）指名委員会の設置
（別紙４）



第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、総務部を担任する副区長をもって充てる。 

３ 副委員長は、総務部を担任する副区長以外の副区長をもって充てる。 

４ 委員は、次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に定める者をもって充て

る。 

(1) 前条第１号から第３号までに規定する事項 総務部長、土木部長、教育

委員会事務局次長、経理課長、営繕課長、道路課長、河川公園課長、施設

保全課長及び学校施設課長 

(2) 前条第４号及び第５号に規定する事項 政策経営部長、総務部長、行政

管理担当課長、総務課長及び経理課長 

(3) 前条第６号に規定する事項 政策経営部長、総務部長、土木部長、教育

委員会事務局次長、行政管理担当課長、総務課長、経理課長、営繕課長、

道路課長、河川公園課長、施設保全課長及び学校施設課長 

(4) 前条第７号に規定する事項 審議する内容に応じ、委員長が必要と認め

る者 

（運営） 

第４条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

３ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見

を聴くことができる。 

（定足数） 

第５条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができな

い。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が

決するところによる。 

（指名業者の選定） 

第６条 委員会において入札参加者の適格性の判定及び選定を行う場合は、江

東区工事請負（指名）競争入札参加者指名基準（昭和５７年３月３１日指名

業者選定委員会決定）又は江東区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準



（令和５年１月１８日４江総経第２６２６号）に定めるところにより行うも

のとする。 

（指名停止） 

第７条 委員会において、第２条第６号に規定する競争入札参加有資格者に対

する指名停止に関する審議を行う場合は、江東区競争入札参加有資格者指名

停止措置要綱に定めるところにより行うものとする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、総務部経理課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

（収入役に係る経過措置） 

２ この要綱による改正後の第３条の規定は、収入役の在職中については、な

お従前の例による。この場合において、改正前の江東区指名業者選定委員会

要綱第３条中「助役」とあるのは「副区長」とする。 

附 則 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 



江東区が発注する契約に係る入札予定価格の公表取扱要綱 

平成１０年８月１１日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、江東区が発注する契約に係る競争入札において、予定価

格の公表を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

（公表する予定価格） 

第２条 公表する予定価格は、消費税及び地方消費税を含むものとする。 

（公表の時期及び対象） 

第３条 入札執行前に予定価格を公表（以下「事前公表」という。）する対象

は、次に掲げる契約のうち、予定価格が３，０００万円以上のものとする。 

(1) 土木工事、建築工事及び設備工事（以下これらを「工事」という。）に

係る請負契約並びに工事の設計、調査及び測量に係る委託契約 

(2) 江東区希望型指名競争入札実施要綱（令和５年１月１９日４江総経第２

６３７号）第２条第１項第２号に規定する委託契約及び同条第２項の規定

により希望型指名競争入札の対象となった契約 

２ 入札執行後に予定価格を公表（以下「事後公表」という。）する対象は、

前項第１号に規定する契約のうち、予定価格が３，０００万円未満のものと

する。 

（公表の方法） 

第４条 予定価格の公表の方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に

定めるとおりとする。 

(1) 事前公表する場合 一般競争入札及び希望型指名競争入札にあっては入

札公告文に、指名競争入札にあっては指名通知書に記載する。 

(2) 事後公表する場合 入札経過調書に記載する。 

（委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１０年９月１日以降に競争入札を行った契約に係る予定価

格の公表について適用する。 

附 則 

１－（４）予定価格の公表
（別紙５）



（施行期日） 

１ この規程は、令和５年１月２４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の江東区が発注する契約に係る入札予定価格の公表

取扱要綱第３条の規定は、この規程の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に入札の公告又は入札事項の通知を行う契約について適用し、施行日前

に入札の公告又は入札事項の通知を行った契約については、なお従前の例に

よる。 



  
 

 
 

  
 

  
    

 
 

 
 

 
 

 
    

 
       

 
    

 
          

 
 

  
     

 

１－（７）談合情報の連絡先の周知

（別紙６）



  
 

 
 

 
 

 
 

 
     

 
 

 

 
     

 
     

       

 
  

 
     

 
 

 
 

     



  
 

 
 

  
     

 
 

 

 
     

 

 
 

 
     

 
     

 

 
 

 
     

 
  



  
 

  
 

  
     

 

 
     

 

 
 

 
 

   
 

 
  
     

 

 
     

 
 

 
 

  
     

 



  
 

 
     

 
 

 



  
 

  
 

  
     

 
 

 
 

  
 

 
  
  

     
 

 
 

 
 
  
     

 
     

 



 
 

 
 

     
  

 
                
              

             
 

  
 
    

 
 

 
   

 
   

 
    
    
        

 
    
   

 
 

 
 

 
  
  

 



 
 

 
 

     
 

 
   

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

  

 
 
  



 
 

 
 

     
 

           

  

 
 

 

           

 
   

 

  

       

  

  

  
  



 
 

 
 

     
 

        

  

        

  

 
 

  
 
  



 
 

 
 

     

 
         
                        

  

  

  

  

  
 

 
 

  
  

 
  



 
 

 
       

 
 

   
 

    
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
   
   
   
   
   
   
   
    
    

 
 
 

  
    
  



 
 

 
       

 
  

 
    

   
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
    
    

 
 
 

  
    
 
  



 
 

 
 

 
 

 
 

 

      
 

 

   

   
    

 
 

 

   
  
  





令和５年１月２４日 

職 員 課 

 

 

令和５年度 公務員倫理研修（不祥事防止）実施について 

 

 

１ 対 象  管理職員（部長、課長、幼稚園長） 約１３０名 

                          ※自治法派遣者を除く 

    

 

２ 目 的   汚職の防止、法令等遵守の重要性を再認識するとともに、 

「不祥事防止に向けた意識改革と職場づくり」に向けて具体的 

事例を基に実践的に検証し、不祥事防止に向けた組織的な体制 

を構築する。 

 

 

３ 内 容 

 

（１）コンプライアンスにおける管理職の役割と課題（講義・演習） 

・・・平常時から持つべき姿勢と非常時における対処法を学び、管理 

職のコンプライアンス意識を醸成する。 

 

（２）不祥事の事例からコンプライアンスのあり方を学ぶ（講義・演習） 

・・・不祥事の事例を検討し、不祥事事例に共通する発生要因を明ら 

かにし、未然の予防策と発生時の対応策を身につける。 

 

（３）不祥事を起こさない仕組みづくり・自部署のコンプライアンス・マニ

ュアル作成（講義・演習）） 

・・・不祥事防止の実効性を高めるために、自職場に適合したマニュ 

アル（仕組みづくり）を作成し、管理職自身が職場におけるコ 

ンプライアンス研修の指導ができるようにする。 

  

 

４ 日 程 

 

   令和５年７月 予定（２回に分けて開催） 

           

（案） 
２－（１）職員倫理の保持

（別紙７）
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一定の公職にある者等からの不正な働きかけ等に関する取扱規程（案） 

（目的） 

第１条 この規程は、一定の公職にある者等からの江東区職員への不正な働き

かけ及び不当要求に関する取扱いを定めることにより、不正な働きかけ及び

不当要求の抑止を図り、もって区政の透明性を確保するとともに、区政への

信頼を高めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 一定の公職にある者等 次に掲げる者をいう。 

ア 国会議員 

イ 地方公共団体の議会の議員 

ウ 地方公共団体の長、副知事及び副区市町村長 

エ アからウまでの職にあった者 

オ アからウまでの者の秘書、親族及び代理人並びにアからウまでの者を

支援する政治団体の役員等 

カ 江東区職員であった者 

(2) 職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定

する一般職に属する職員及び同条第３項第３号に規定する非常勤の職員を

いう。 

(3) 要求等 区政に関する外部からの意見（提言、要望、相談、苦情及び勧

誘を含む。）をいう。 

(4) 不正な働きかけ 要求等のうち、次に掲げるものをいう。ただし、議会、

審議会その他公開の場における提言若しくは要望、事実若しくは手続の確

認又は既に公開されている資料等を求めるにすぎないもの、職員へ情報提

供をするもの、陳情書、要望書、申立書等の適式に作成された書面による

もの及び適正な職務の遂行に係るものであることが明白であるものを除く。 

ア 正当な理由なく、特定の者に対して有利又は不利な取扱いを求めるこ

と。 

イ 正当な理由なく、特定の者に対して義務のないことを行わせ、又は特

３－（１）議員等利害関係者からの働きかけに対する対応
（別紙８－１）
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定の者の権利の行使を妨げることを求めること。 

ウ 正当な理由なく、執行すべき職務を行わず、又は定められた期限まで

に執行しないことを求めること。 

エ 特定の者を入札に参加させること又は参加させないことを求めること。 

オ 区が当事者となる契約において、区以外の契約の当事者に不当な利益

が生ずることを求めること。 

カ 職員（会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。）の採用、昇任、

転任等を求めること。 

キ 職務上知り得た秘密を漏らすことを求めること。 

ク 政策立案中の内容であって、情報提供することにより特定の者に対し

て有利又は不利な状況となる資料等の提供を求めること。 

ケ 購読及び購入の意思のない機関紙誌の購読又は物品の購入を執ように

求めること。 

コ 便宜を図らせる意図をもって、会食（パーティーを含む。）を共にす

ること又は金銭、物品等の贈与を受けることを求めること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、法令その他の規程に違反すること

を求めること。 

(5) 不当要求 暴力行為、恫喝
どうかつ

、面会の強要、長時間の居座り、誹謗
ひ ぼ う

、中傷

その他の社会的相当性を逸脱する手段によって、職員の公正な職務の遂行

を妨げることとなることが明白な行為又は当該行為を背景とした要求をい

う。 

（職員の責務及び対応） 

第３条 職員は、職務の遂行に当たっては、法令遵守の姿勢を堅持するものと

し、提言、要望等に対しては、誠実かつ公正に対応しなければならない。 

２ 職員は、一定の公職にある者等から職務上知り得た秘密を漏らすよう求め

られたときは、当該情報が、守秘義務が課された情報である旨を伝えて明確

に拒否するものとする。 

３ 職員は、一定の公職にある者等から不正な働きかけ又は不当要求（以下

「不正な働きかけ等」という。）に該当し、又は該当すると思料される要求

等を受けたときは、当該一定の公職にある者等に対し、当該不正な働きかけ
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等については記録を行い、当該記録が第７条の規定による運用状況の公表及

び江東区情報公開条例（平成１３年３月江東区条例第３号）第６条の規定に

よる開示請求の対象となる旨を説明するものとする。 

４ 職員は、一定の公職にある者等から不正な働きかけ等に該当し、又は該当

すると思料される要求等を受けたときは、当該職員を管理し、及び監督する

職員（以下「管理職員等」という。）に報告し、指示を受けなければならな

い。 

５ 前項の規定により職員から報告を受けた管理職員等は、不正な働きかけ等

の内容に応じて、当該職員の公正な職務を確保するために必要な指示を行い、

及び措置を講ずるものとする。 

６ 第４項の規定により職員から報告を受けた管理職員等は、対応方法につい

て総務部長に相談し、不正な働きかけ等であるか否かを協議するものとする。 

７ 前項の規定により協議した結果、不正な働きかけ等であると判断した場合

は、当該不正な働きかけ等を受けた職員が所属する課は、不正な働きかけ等

対応記録票（別記様式。以下「記録票」という。）を作成するものとする。 

８ 不正な働きかけ等に該当し、又は該当すると思料される要求等があったこ

とを知った職員又は管理職員等は、当該不正な働きかけ等を受けた職員又は

当該職員から報告を受けた管理職員等が適切な対応を行っていないものと思

料されるときは、総務部長に通報することができる。 

（総務部長又は総務課長の対応及び支援） 

第４条 総務部長及び総務課長は、不正な働きかけ等に関する情報を適宜区長

及び副区長に報告し、必要な指示等を受けなければならない。 

２ 総務部長及び総務課長は、前条第６項及び第８項に規定する相談又は通報

があった場合は、当該相談又は通報をした者（以下「相談者」という。）を

適切に支援するとともに、当該相談者の秘密の保持等に十分配慮しなければ

ならない。 

（不正な働きかけ等への回答） 

第５条 不正な働きかけ等に該当し、又は該当すると思料される要求等を行っ

た一定の公職にある者等に対する回答は、原則として文書又は口頭により行

うものとする。 
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（記録票の管理及び保管） 

第６条 不正な働きかけ等を受けた職員は、記録票を作成後、当該記録票の写

しを速やかに総務部長に提出しなければならない。 

２ 総務部長は、前項の規定により記録票の写しが提出されたときは、これを

速やかに区長の供覧に付さなければならない。 

３ 記録票は不正な働きかけ等を受けた課において、当該記録票の写しは総務

課において、対応を終了した日から１０年間保存するものとする。 

（運用状況の公表） 

第７条 区長は、毎年度、この規程の運用状況を取りまとめ、これを江東区ホ

ームページ等において公表するものとする。 

（不正な働きかけ等に関する取扱検証委員会の設置） 

第８条 この規程の運用状況の確認及び必要な見直しの検討のため、不正な働

きかけ等に関する取扱検証委員会を設置する。 

（委任） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規程は、令和５年●月●日から施行する。 
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別記様式（第３条関係） 

不正な働きかけ等対応記録票 

次のとおり報告します。 

総務部長への報告日等 （通報）    年   月   日 

（報告）    年   月   日 

（終了報告）  年   月   日 

報告者 職及び氏名      部    課    係 職・氏名 

不正な働きかけ等を受けた日      年    月    日 

対応者 職及び氏名 部    課    係 職・氏名 

相手方氏名 

（公職名称等も記載） 

 

（公職者の場合は、江東区情報公開条例第７条第２号ウの規定により氏名及び職務遂行内

容を開示） 

不正な働きかけ等の手段 □来庁 □電話 □文書 □その他（       ） 

不正な働きかけ等の件名  

 

不正な働きかけ等の具体的内

容 

 

 

 

 

対応経過（日時及びやり取り

の事実を記入すること。） 

 

 

 

 

回答、対応方針等 回答状況（□即答  □後日回答  □回答対象外） 

回答方法（□文書回答   □口頭回答） 

回答内容（文書回答の場合は、回答文書を添付のこと。） 

 

 

 

□その他（具体的に） 

 

 

回答予定日   年  月  日 回答日 年  月  日 

対応が終了した日   年  月  日 

（事務の適正執行関係情報） 

不正な働きかけ等の類型 □不正な働きかけ（第２条第４号ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・

ケ・コ・サ）に該当 

□不当要求に該当 

□不正な働きかけ（第２条第４号ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・

ケ・コ・サ）及び不当要求に該当 

不正な働きかけ等の態様  

総務部長又は総務課長への 

相談及び支援 

□有・□無 

相談及び支援の概要 

備  考  
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（注意事項） 

１ 総務部長と協議した結果、不正な働きかけ等であると判断した場合は、当該不正な働きかけ等を受けた職員

が所属する課は、不正な働きかけ等対応記録票（以下「記録票」という。）を作成する（第３条第７項）。 

２ 不正な働きかけ等を受けた職員及び管理職員等は、記録票を作成後、当該記録票の写しを速やかに総務部長

に提出しなければならない（第６条第１項）。 

３ 記録票は不正な働きかけ等を受けた課において、当該記録票の写しは総務課において保存するものとし、そ

の保存年限は、対応を終了した日から１０年とする（第６条第３項）。 



一定の公職にある者等（区議会議員など）からの不正な働きかけ等に関する取扱いについて 

 

  一定の公職にある者等から江東区職員に対する不正な働きかけや不当な要求の抑止を図り、区政

への信頼を高める。 

１ 目的 

ア 国会議員、イ 地方公共団体の議員、ウ 地方公共団体の長、副知事、副区市町村長、 
エ ア～ウの職にあった者、オ ア～ウまでの者の秘書、親族、代理人またはア～ウまでの者を支

援する政治団体の役員等、カ 江東区職員であった者 

２ 一定の公職にある者等 

◆ 正当な理由なく、有利または不利な取扱いを求める 
◆ 正当な理由なく、義務のないことを行わせるまたは特定の者の権利の行使を妨げる行為 
◆ 正当な理由なく、執行すべき職務を行わせない、または定められた期限までに執行しないこ

とを求める 
◆ 特定の者を入札に参加させる、または参加させない 
◆ 区と契約する相手方に不当な利益が生ずることを求める 
◆ 職員の採用、昇任、転任を求める 
◆ 職務上知り得た秘密を漏らすよう求める 
◆ 政策立案中の内容を情報提供することで、特定の者に有利または不利な状況となる資料を求

める 
◆ 購入する意思のない機関紙誌の購読または物品の購入を執拗に求める 
 
◆ 便宜を図らせる意図をもって、会食をする、または金銭、物品を贈与する 
◆ 上記のほか、法令その他の規定に違反することを求める 
 
※議会、審議会、その他公開の場での提言、要望、事実や手続きの確認、既に公開済みの資料を

求める、適式に作成された書面によるものなどは除く 

３ 不正な働きかけとは 

暴力行為、恫喝、面会の強要、長時間の居座り、誹謗、中傷、その他社会的相当性を逸脱する手

段によって公正な職務の遂行を妨げる行為 

４ 不当要求とは 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 不正な働きかけ等を受けたとき 

不正な働きかけ等と思われる場合 ⇒ 内容を記録し、開示される可能性があると伝える。 

不正な働きかけ等を受けた職員は管理職等（上司）に報告し、管理職等は必要な指示、措置

を講ずる。 

報告を受けた管理職等は総務部長に相談し、不正な働きかけ等に該当するかを協議。 

不正な働きかけ等と判断した場合は相談した部署が記録票を作成し、総務部長へ提出。 
 

不正な働きかけ等を受けた職員や報告を受けた管理職等が適切な対応をしていない場合は他

の職員が総務部長に通報できる。 

不正な働きかけ等を行った相手への回答は書面または口頭で行う。 

６ 相手方への回答 

記録票は相談した部署と総務課双方で１０年間保管。 
毎年、運用状況（記録票の作成件数など）をホームページに公表。 

７ 記録票の保管・公表 

職務上知り得た秘密を漏らすよう求められたら ⇒ 明確に拒否 

職員は提言・要望等に対

しては、誠実かつ公正に

対応することが大原則！ 
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利害関係者との接触に関する指針（案） 

 

制  定 令和５年 月  日 

 

この指針は、江東区職員服務規程（令和２年江東区訓令甲第１号。以下「服務

規程」という。）第９条に基づき、利害関係者との接触その他の職務遂行の公正

さに対する区民の信頼を損なうおそれのある行為の防止に関し、職員が具体的

な行動を判断する際の拠り所となる指針として定めたものである。  

 

１ 利害関係者の定義  

利害関係者とは、許認可、検査、監督、税や保険料等の賦課、補助金等交付、

入札、工事請負、業務委託、物品購入、不利益処分、行政指導等に当たって、区

の業務に利害関係のある相手(団体及び個人)をいう。 

 

２ 禁止行為の定義  

職員は、利害関係者との間で、職務執行の公正さに対する区民の信頼を損ねる

おそれのあるものとして、次に掲げる行為をしてはならない。 

職員は、利害関係者から下記事項に関する申し出があった場合は、明確に拒否

すること。 

ア 餞別、中元、歳暮等いかなる理由であれ、金品(金券を含む。)及び、不動産

の贈与を受けること。 

イ 金銭の貸付けを受けること。 

ウ 無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。 

エ 無償でサービスの提供を受けること。 

オ 供応接待を受けること。 

カ 会食(パーティーを含む。)をすること。 

キ ゴルフ、その他遊戯又は旅行をすること。 

ク その他一切の利益や便益の供与を受けること。 

ケ 利害関係者をして、第三者に対し、アからクまでに掲げる行為をさせること。  

 

３ 禁止行為の例外 

(1) 第２の規定にかかわらず、当該利害関係者が次の表の左欄に掲げる者に該 

当する場合において、当該利害関係者との間で行う同表の右欄に掲げる行為に

ついては、禁止行為に該当しないものとする。  

 

地域活動団体（主として区内の一

定の地域を基礎として当該地域の区

民が主体的に行う町会・自治会活動、

① 職務として出席する行事、式典、

会議、打合せ等（職務に関連して出

席するものを含む。） において、

３－（１）議員等利害関係者からの働きかけに対する対応
（別紙９－１）
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社会福祉活動、青少年健全育成活動、

防災・防犯活動その他良好な地域社

会の維持及び形成に資する活動を行

う団体） 及び当該団体の業務に従事

する者 

他の出席者と同様の弁当その他の

簡素な飲食物等の提供を受けるこ

と。  

② 自己の飲食に相当する費用を負

担して、職務として出席する行事、

式典、会議、打ち合わせ等（職務に

関連して出席するものを含む。）に

併せて会食（パーティーを含む。）

を共にすること。ただし、自己の飲

食に相当する費用が１０，０００

円以下の場合に限る。 

 

(2) その他、下記に掲げる行為は禁止行為に該当しないものとする。 

ア 事前に上司の承認を得て行う行為 

イ 家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為で、職務に関係

なく、かつ、区民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる行為 

ウ 広く配付される宣伝広告用の物品で、社会通念上許される範囲のもの(簡易

なカレンダー、手帳、ボールペン等)を受け取る行為 

エ 職員が職務として参加した事業者等との会議等において、通常用いられる

程度の茶菓子等の提供を受ける行為 

オ 職務上の必要から止むを得ず利害関係者の所有する物品を借用したり利用

する(筆記用具を借りる、コピー機を利用する等)行為 

 

４ 上司の承認 

(1) 上司は、職員から利害関係者との間において制限される行為等に対し承認

を求められた場合は、職務執行の公正さに対する区民の信頼を損ねるおそ

れがないと判断した場合にのみ承認すること。なお、承認する場合は、当

該職員に対して職務に係る倫理の保持の趣旨に反することのないよう、改

めて注意を喚起しなければならない。 

(2) 上司の承認は、次の表の左欄に掲げる職にある者について、同表右欄に掲 

げる職にある者が行う。 

 

職員の区分 承認権者 

1 部長(これに相当する職にある者を含む。) 副区長 

2 課長(これに相当する職にある者を含む。) 部長 

3 1 及び 2に掲げる者以外の者 課長 

 

(3) 利害関係者との接触において上司が承認できる例 
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ア 会食(パーティーを含む)が、職務上の必要性を認められ、かつ、正当な対価

を支払い、他の多数の参加者と同様の飲食物の提供を受ける場合 

イ 職務上の必要性から旅行(出張)する場合 

 

５ 事前に上司の承認を得られなかった場合 

職員は、止むを得ない事情により利害関係者との間において制限される行為

等に対し、事前に上司の承認を得られなかった場合には、事後、速やかに上司に

報告し承認を得なければならない。 

また、上司は必要に応じ、次のような指示をする等、職務執行の公正を確保す

るため、迅速かつ適切な対応をとらなければならない。 

ア 職員の自宅等に利害関係者から金品が持参又は送付された場合は、当該物

品を返却させること。 

イ 食事の提供を受けて正当な対価を支払わなかった場合は、その経費を確実

に支払わせること。 

 

６ 利害関係者以外の者との接触  

職員は、利害関係者に該当しない者との間であっても、その者から社会通念上

相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはな

らない。  

また、職員は、国、独立行政法人その他の政府機関又は他の地方公共団体（利

害関係者に該当しない場合に限る。）の職員と接触する場合においても、区民の

疑惑や不信を招く行為を行ってはならない。  

 

７ 疑義がある案件についての対応 

(1) 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうか、その行

為が禁止行為に該当するかどうか、公正な職務の執行に対する区民の疑惑

や不信を招くおそれがないかどうか等について疑義がある場合には、上司

に相談しなければならない。 

(2) 上司は、この指針に従って必要な指導及び助言を行う。疑義が残る案件につ

いては、総務部長に対応方法等を協議する。 

 

８ 違反行為に対する処分等  

職員がこの指針に反する行為を行ったと認められる場合は、職員に対する懲

戒処分の基準について（令和２年６月１日 ２江総職第７５９号）に基づき、地

方公務員法（昭和２５ 年法律第２６１号）第２９条第１項の規定に基づく懲戒

処分をし、又は人事管理上必要な措置を講ずる。  

 

９ 職員からの通報 
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禁止行為に該当し、又は該当すると思料される行為があったことを知った職

員又は管理職員等は、職員課に通報しなければならない。また、職員課は通報し

た職員を適切に支援するとともに、通報した職員の秘密の保持等に十分配慮し

なければならない。 

 

１０ その他  

この指針の具体的な適用等に関して疑義等がある場合は、総務課に相談する

ものとし、総務課は必要な指導及び助言を行うものとする。  

 

付 則（総務部長決定）  
この指針は、令和●年●月●日から施行する。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



利害関係者（事業者など）との接触に関する取扱いについて 

 

  職務遂行の公正さに対する区民の信頼を損なうおそれのある行為に関し、利害関係者との接触の

際の判断する拠り所とするため。 

１ 目的 

■許認可、■検査・監督、■税・保険料等の賦課、■補助金等交付、■入札、■工事請負 
■業務委託、■物品購入、■不利益処分、■行政指導 など区の業務に利害関係のある団体・個人 

２ 利害関係者 

◆ 餞別、中元、歳暮等いかなる理由であれ、金品（金券を含む）、不動産の贈与を受ける 
◆ 金銭の貸付を受ける 
◆ 無償で物品または不動産の貸付を受ける 
◆ 無償でサービスの提供を受ける 
◆ 供応接待を受ける 
◆ 会食（パーティーを含む）に参加する 
◆ ゴルフ、その他遊戯または旅行をする 
◆ 上記のほか、一切の利益や便宜の供与を受ける 
◆ 利害関係者をして第三者に対し、上記に掲げる行為をさせること 

３ 禁止行為 

地域活動団体（町会・自治会、社会福祉活動、青少年健全育成活動、防災・防犯活動、その他良

好な地域社会の維持・形成に資する活動を行う団体）や、当該団体に従事する者が主催する行

事、式典、会議等、職務に関連して出席する場において他の出席者と同様の弁当、その他簡素な

飲食物等の提供を受ける。 
 
自己の飲食に相当する費用を負担して出席する上記団体等が主催する行事、式典、会議等、職務

に関連する場に併せて会食を共にすること。（ただし、自己の飲食に相当する費用が１万円以下の

場合に限る。 

４ 禁止行為の例外 Ⅰ 

・上司の承認を得て行う行為 
・家族関係や個人的友人関係等に基づく私生活面における行為で、職務に関係なく、かつ、区民

の疑惑や不信を招く恐れがないと認められる行為 
・広く配布される宣伝広告用の物品で社会通念上許容される範囲のもの（カレンダー、手帳、 

ボールペンなど）を受け取る行為 
・職務として参加した事業者との会議等で提供される茶菓子類の提供を受ける行為 
・職務上やむを得ず利害関係者の所有する物品（筆記用具やコピー機）を借用・利用する行為 

５ 禁止行為の例外 Ⅱ 

 
 

区民の信頼を損ねるおそれがないと判断した場合にのみ承認すること。 
承認する場合は職員倫理に反することのないよう、改めて注意喚起しなければならない。 

 
 

事後、速やかに承認を得なければならない 
職員の自宅等に金品が届けられた場合は返却させる 
食事の提供を受けて正当な対価を支払わなかった場合は経費を払わせる 

 

６ 上司の承認 

禁止行為に該当するか疑義がある場合は上司に相談 
上司は職員に対し、必要な指導・助言を行い、疑義が残る場合は総務部長に相談 

７ 疑義がある場合 

この指針に反する行為を行ったと認められる場合は懲戒処分または人事上必要な措置を行う 
禁止行為に該当し、または該当すると思われる行為があったことを知った職員は職員課に通報 

８ 職員の処分・通報 

職員から承認を求められた場合 

事前に承認を得ることができなかった場合 

＜承認者＞ 

部長級⇒副区長 

課長級⇒部長 

上記以外の職員⇒課長 

・区民から疑惑をもたれないか 

・社会通念上相当か 

３－（１）議員等利害関係者からの働きかけに対する対応 （別紙９－２）


